
（新）改正後 

別表第１（第４条関係）補助対象 

補助対象事業 

デジタル技術を活用したヘルスケア関連の新製品及び新サービスの事業化のため

の実証実験 

（注）実証実験の実施場所は県内市町村に限る。 

補助事業者 
県内市町村と県内外の民間企業等、大学等で構成されるコンソーシアム 
（注）コンソーシアム協定を締結すること。 

補助要件 
(体制等) 

・事業が、交付決定の日までに高知県ヘルスケアイノベーションプロジェクトの支

援案件となること。 

・コンソーシアムを構成する組織（以降、コンソーシアム構成員という。）として、

県内の市町村と県内外の民間企業等の参加は必須とする。なお、県外民間企業等に

ついては、補助事業実施年度の翌年度から起算して３年以内に県内に本社、支社、

研究拠点等を設置すること。 

・コンソーシアムは補助金の交付申請日までに設立すること。 

・コンソーシアム構成員の中から幹事者を決定すること。 

・幹事者は、当該補助事業の取組を主体的かつ積極的に実施すること。 

・幹事者は、当該補助事業の実施に係る事務の一切を担うこと。 

・コンソーシアムを構成する民間企業等は、「高知県の事務及び事業における暴

力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を公募期間内に受けて

いないこと又は同規程第２条第２項第５号に規定する排除措置対象者に該当しな

い者であること。 

・コンソーシアムを構成する民間企業等は、地方自治法施行令第 167条の４の規

定に該当しない者であること。 

・コンソーシアムを構成する民間企業等は、高知県物品購入等関係指名停止要領

に基づき指名停止等の措置を受けていない者であること。 

・コンソーシアムを構成する民間企業等は、本社（本店）及び営業所等（高知県

内に限る。）が都道府県税を滞納してないこと。 

・コンソーシアムを構成する民間企業等は、消費税及び地方消費税を滞納してい

ないこと。 

・コンソーシアムを構成する民間企業等は、県に対する税外未収金債権の滞納が 

ないこと。 

補助対象期間 交付決定の日から補助事業の実施年度の２月 15日まで 

補助率 ２分の１以内 

補助金額 上限 750万円、下限 100万円 
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（旧）改正前 

別表第１（第４条関係）補助対象 

補助対象事業 

デジタル技術を活用したヘルスケア関連の新製品及び新サービスの事業化のため

の実証実験 

（注）実証実験の実施場所は県内市町村に限る。 

補助事業者 
県内市町村と県内外の民間企業、大学等で構成されるコンソーシアム 
（注）コンソーシアム協定を締結すること。 

補助要件 
(体制等) 

・事業が、交付決定の日までに高知県ヘルスケアイノベーションプロジェクトの支

援案件となること。 

・コンソーシアムを構成する組織（以降、コンソーシアム構成員という。）として、

県内の市町村と県内外の民間企業の参加は必須とする。なお、県外民間企業につい

ては、補助事業実施年度の翌年度から起算して３年以内に県内に本社、支社、研究

拠点等を設置すること。 

・コンソーシアムは補助金の交付申請日までに設立すること。 

・コンソーシアム構成員の中から幹事者を決定すること。 

・幹事者は、当該補助事業の取組を主体的かつ積極的に実施すること。 

・幹事者は、当該補助事業の実施に係る事務の一切を担うこと。 

・コンソーシアムを構成する民間企業等は、「高知県の事務及び事業における暴

力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を公募期間内に受けて

いないこと又は同規程第２条第２項第５号に規定する排除措置対象者に該当しな

い者であること。 

・コンソーシアムを構成する民間企業等は、地方自治法施行令第 167条の４の規

定に該当しない者であること。 

・コンソーシアムを構成する民間企業等は、高知県物品購入等関係指名停止要領

に基づき指名停止等の措置を受けていない者であること。 

・コンソーシアムを構成する民間企業等は、本社（本店）及び営業所等（高知県

内に限る。）が都道府県税を滞納してないこと。 

・コンソーシアムを構成する民間企業等は、消費税及び地方消費税を滞納してい

ないこと。 

・コンソーシアムを構成する民間企業等は、県に対する税外未収金債権の滞納が 

ないこと。 

補助対象期間 交付決定の日から補助事業の実施年度の２月 15日まで 

補助率 ２分の１以内 

補助金額 上限 750万円、下限 100万円 

 


